
【
障
が
い
者
の
自
立
を
】

問
第
5
期
障
害
福
祉
計
画
策
定

の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
中
で
、

療
育
と
就
労
に
つ
い
て
の
回
答
は
。

答
療
育
に
つ
い
て
は
、・進
級
ご

と
に
特
性
の
連
絡
を・
先
生

の
捉
え
方
が
違
う・支
援
学
級
や
発
達

障
が
い
へ
の
偏
見・学
校
、福
祉
、教
育

委
員
会
、支
援
ル
ー
ム
等
の
連
携
と
素

早
い
対
応
を
、な
ど
。就
労
は
、・情
報

提
供
の
充
実・
雇
用
の
拡
大・
障
が
い

へ
の
理
解
不
足
、等
。

問
南
小
、北
小
、中
学
校
で
障
が

い
の
あ
る
児
童
生
徒
数
、ク

ラ
ス
数
は
。ま
た
特
別
支
援
学
級
の

県
費
の
先
生
数
、ま
た
、村
独
自
の
加

配
人
数
は
。

答
小
学
校
で
約
40
名
。中
学
校

10
名
。南
小
は
情
緒
支
援
学

級
と
知
的
障
が
い
学
級
、各
１
ク
ラ
ス
。

県
費
で
２
名
の
先
生
。北
小
は
、３
ク

ラ
ス
で
３
名
。中
学
校
は
２
ク
ラ
ス

で
１
名
。村
独
自
で
特
別
教
育
支
援

員
を
南
小
３
名
、北
小
４
名
。中
学
校

に
３
名
。

問
発
達
障
が
い
児
に
対
す
る
専

門
免
許
所
有
の
先
生
数
は
。

全
先
生
方
の
障
が
い
児
に
対
す
る
研

修
体
制
は
。

答
免
許
を
持
っ
た
先
生
は
い
な

い
が
、県
の
研
修
に
参
加
。　

問
障
が
い
者
の
就
労
受
け
入
れ

事
業
所
は
、村
内
に
何
社
か
。

ま
た
、村
内
の
就
労
継
続
支
援
事
業
所

は
何
カ
所
か
。

答
大
手
ス
ー
パ
ー
が
受
け
入
れ

て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。就

労
継
続
支
援
所
は
Ａ
型
、Ｂ
型
注
、地
域

活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
が
あ
り
、村
に
は
、

Ｂ
型
支
援
所
が
1
カ
所
。　

問
就
労
継
続
支
援
事
業
Ｂ
型
の

27
年
度
平
均
時
間
給
は
、

１
９
３
円
と
厳
し
い
。関
係
者
は
、将

来
不
安
に
お
び
え
な
が
ら
の
生
活
、事

業
所
運
営
も
厳
し
い
が
、村
内
１
カ
所
、

無
く
せ
な
い
。村
は
、も
っ
と
仕
事
を

回
せ
な
い
か
。ま
た
村
内
企
業
へ
紹

介
等
、村
の
対
応
は
。

答
村
障
害
者
就
労
施
設
等
優
先

調
達
方
針
を
策
定
し
て
、村
、

局
の
袋
詰
め
作
業
。育
て
た
野
菜
で
、

コ
ロ
ッ
ケ・ク
ッ
キ
ー
を
村
の
イ
ベ
ン

ト
で
販
売
し
所
得
の
向
上
を
。企
業

に
も
菓
子
や
器
具
の
販
売
を
働
き
掛

け
た
い
。

答

問 就任時と今年の村民  
     生活比較の良悪は
調査をしていないので    
         分折できません　

【
統
計
資
料
の
把
握
・
分
析
と

行
政
計
画
へ
の
活
用
】

問
村
民
の
生
活
実
態
把
握
の
た

め
、２
０
０
万
円
ク
ラ
ス
何

人
、３
０
０
万
円
ク
ラ
ス
何
人
と
、所

得
階
層
別
世
帯
数
分
布
を
作
成
し
、前

年
と
比
較
す
れ
ば
、大
方
の
暮
ら
し
が

把
握
で
き
る
。厚
労
省
は
毎
年
、所
得

金
額
階
層
別
一
覧
表
公
表
し
て
い
る
。

村
も
作
成
し
公
表
で
き
な
い
か
。

答
課
税
デ
ー
タ
を
基
に
作
成
は

可
能
。生
活
実
態
と
し
て
捉

え
る
な
ら
、所
得
の
分
析
に
留
ま
ら
ず
、

消
費
実
態
の
把
握
、積
算
根
拠
を
示
し

分
析
が
必
要
。慎
重
に
検
討
す
る
。

問
国
勢
調
査
、経
済
セ
ン
サ
ス

の
分
析
を
わ
か
り
易
く
ま
と

め
、村
版
を
作
成
し
、村
勢
要
覧
で
公

表
で
き
な
い
か
。

答
今
の
と
こ
ろ
国
の
公
的
統
計

調
査
の
独
自
報
告
書
作
成
予

定
は
な
い
。村
政
要
覧
統
計
資
料
が

こ
れ
に
当
る
。

注：	就
労
継
続
支
援

													　
A・B
型
事
業
所　
　
　

「
就
労
継
続
支
援
事
業
所
」と
は
、障
が
い
者

自
立
支
援
法
に
基
づ
く
就
労
継
続
支
援
の

た
め
の
施
設
。A
、B
二
種
類
あ
り
、「
A
型
」

は
障
が
い
者
と
雇
用
契
約
を
結
び
、原
則
と

し
て
最
低
賃
金
を
保
障
す
る
雇
用
型
。「
B

型
」は
契
約
を
結
ば
ず
、利
用
者
が
比
較
的

自
由
に
利
用
で
き
る
非
雇
用
型
。

村
の
障
が
い
者
手
帳
所
持
者
は
何
名
で
す
か

身
体
３
４
０
名
、療
育
50
名
、精
神
70
名

答 問

雪の中もしっかり活動を続けるクロスロード白馬
( 就労継続支援事業所Ｂ型：みそら野 )

加藤亮輔 議員
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